
江府町告示第56号

令和５年９月４日

江府町長 白 石 祐 治

第７回江府町議会９月定例会を下記のとおり招集する。

記

１、期 日 令和５年９月12日

２、場 所 江府町役場議場

○開会日に応招した議員

加 藤 周 二 芦 立 喜 男 森 田 哲 也

川 端 登志一 阿 部 朝 親 三 輪 英 男

長 岡 邦 一 川 端 雄 勇 三 好 晋 也

○応招しなかった議員

な し
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第７回 江 府 町 議 会 ９ 月 定 例 会 会 議 録 （第１日）

令和５年９月12日（火曜日）

議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 報告第４号 令和４年度決算に係る財政の健全化判断比率及び公営企業会計の資金不

足比率について

日程第５ 報告第５号 令和４年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越明許費繰越計算書の一部訂

正について

日程第６ 報告第６号 議会の委任による専決処分の報告について（江府町旧老人福祉センター

屋根改修工事契約変更）

日程第７ 議案第75号 江府町地域交流拠点施設整備事業基本契約の変更契約締結について

日程第８ 議案第76号 江府町地域交流拠点施設整備事業工事請負契約の変更契約締結について

日程第９ 議案第77号 令和５年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第５号）

日程第10 議案第78号 江尾診療所超音波診断装置導入業務契約の締結について

日程第11 議案第79号 令和４年度鳥取県日野郡江府町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算認定について

日程第12 議案第80号 令和４年度鳥取県日野郡江府町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第13 議案第81号 令和４年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入

歳出決算認定について

日程第14 議案第82号 令和４年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）歳入

歳出決算認定について

日程第15 議案第83号 令和４年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出決算認定について

日程第16 議案第84号 令和４年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（サービス事業勘

定）歳入歳出決算認定について

日程第17 議案第85号 令和４年度鳥取県日野郡江府町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算
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認定について

日程第18 議案第86号 令和４年度鳥取県日野郡江府町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第19 議案第87号 令和４年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

日程第20 議案第88号 令和４年度鳥取県日野郡江府町江尾財産区特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第21 議案第89号 令和４年度鳥取県日野郡江府町神奈川財産区特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第22 議案第90号 令和４年度鳥取県日野郡江府町米沢財産区特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第23 議案第91号 令和４年度江府町簡易水道事業会計歳入歳出決算認定について

日程第24 議案第92号 令和４年度江府町下水道等事業会計歳入歳出決算認定について

（決算監査の報告・代表監査委員）

日程第25 特別委員会の設置及び付託について

日程第26 議案第93号 江府町手数料徴収条例の特例に関する条例の制定について

日程第27 議案第94号 佐川地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定について

日程第28 議案第95号 江府町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついて

日程第29 議案第96号 江府町印鑑条例の一部改正について

日程第30 議案第97号 江府町特別医療費助成条例の一部改正について

日程第31 議案第98号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について

日程第32 議案第99号 佐川地域交流拠点施設に係る指定管理者の指定について

日程第33 議案第 100号 令和５年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第６号）

日程第34 議案第 101号 令和４年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（サービス事業

勘定）補正予算（第１号）

日程第35 議案第 102号 令和５年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）補

正予算（第２号）

日程第36 議案第 103号 令和５年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業

勘定）補正予算（第２号）
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日程第37 議案第 104号 令和５年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（サービス事業

勘定）補正予算（第１号）

日程第38 議案第 105号 令和５年度鳥取県日野郡江府町介護老人保健施設特別会計補正予

算（第１号）

日程第39 議案第 106号 令和５年度鳥取県日野郡江府町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）

日程第40 議案第 107号 令和５年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第41 議案第 108号 令和５年度鳥取県日野郡江府町米沢財産区特別会計補正予算（第

１号）

日程第42 議案第 109号 令和５年度鳥取県日野郡江府町介護老人保健施設特別会計補正予

算（第１号）

日程第43 議案第 110号 令和５年度江府町簡易水道事業会計補正予算（第１号）

日程第44 議案第 111号 令和５年度江府町下水道等事業会計補正予算（第１号）

日程第45 陳情書の処理について

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ

出席議員（９名）

１番 加 藤 周 二 ２番 芦 立 喜 男 ３番 森 田 哲 也

４番 川 端 登志一 ５番 阿 部 朝 親 ６番 三 輪 英 男

７番 長 岡 邦 一 ８番 川 端 雄 勇 ９番 三 好 晋 也

欠席議員（なし）

欠 員（１名）

事務局出席職員職氏名

事務局長 松 井 英 樹
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説明のため出席した者の職氏名

町長 白 石 祐 治 副町長 八 幡 徳 弘

教育長 富 田 敦 司 総務課長 生 田 志 保

住民生活課長 松 原 順 二 産業建設課長 末 次 義 晃

教育課長 谷 田 孝 之 会計管理者 藤 原 靖

代表監査委員 岡 田 雄 成

午前１０時００分開会

○議長（三好 晋也君） ただいまの出席議員数は９名です。

地方自治法第１１３条の規定による定足数に達していますので、令和５年第７回江府町議会９

月定例会を開会いたします。

本日の議事日程は、配付のとおりであります。

なお、日程に先立ち、傍聴の方にお願いいたしますが、傍聴規則に従い傍聴いただきますよう

お願いいたします。

直ちに議事に入ります。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（三好 晋也君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、７番、長岡邦一議員、

８番、川端雄勇議員の両名を指名いたします。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（三好 晋也君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

過般、議会運営委員会が開かれ審議された結果、議会運営委員長から答申を受けたので、おは

かりいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月２７日までの１６日間といたしたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ご異議なしと認めます。よって、会期は１６日間と決定いたしました。

・ ・
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日程第３ 諸般の報告

○議長（三好 晋也君） 日程第３、諸般の報告を行います。

初めに議長報告を行います。

６月議会以降の議会活動については、タブレットに配信いたしました報告のとおりであり、説

明を省略しご覧いただくことでご了承願います。

また、監査委員から、各月の例月出納検査の結果報告書が議長の手元に提出されております。

詳細については、事務局の方でご覧願います。

続いて、町長報告を行います。町長からの報告事項がありましたら、この際報告をしていただ

きます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 行政報告をさせていただきます。項目がたくさんありますので、ちょっ

と選択してご説明を申し上げます。

資料の２ページをお願いいたします。２ページの下のところに、保育園らしくない保育園コン

セプト検討状況ということを書いてございます。これは、今の佐川地区に住宅地とか商業施設と

かを建設中でありますけれども、その続きの所に新しいタイプの保育園が出来ないだろうかとい

うことでコンセプトを検討しているところでございます。以前にも説明させていただいたかもし

れませんけれども、外部から人材を招きましてプロジェクトチームと一緒になってミーティング

を行っております。そして、町民の方も何回かワークショップを開いた中に参画いただきまして、

今、中身を固めているところでございます。先進地にも行きまして、いろいろと今までになかっ

たようなタイプの保育園らしくない保育園というものが一体どんなものになるのか、これから創

り上げていこうというところでございます。

３ページをお願いいたします。一番上に集落座談会というのがございます。半の上集落さんに

関しては、二つ挙げておりますが、最初のはいつも行っておられる集落に出かけて行ったもので

ございますが、下のほうの町の提示テーマということで防災関係、空き家関係について、町のほ

うがテーマを指定して希望される集落に出向いてご説明をさせていただいているものでございま

す。今回も半の上さん以外にもいくつかの集落からご希望が出ておりますので、今後も出かけさ

せていただいて、今回特に江尾でああいう火事があったものですから、いい機会ですので声を掛

けていただいて説明をさせていただければなというふうに考えているところでございます。

続きまして、選挙管理委員会ですが、これにつきましては、先程全協で説明をしたところでご

ざいます。一番下のところですが、組織風土改善プランプロジェクトということを書いてござい
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ます。これは、エンゲージメントといって、いわゆる組織とそこに属する職員、構成員との関係

がいい関係であると、物凄い能力というか成果を発揮できるということで、民間のリンクアンド

モチベーションという会社に委託して、今、これを進めているところでございます。管理職そし

て若手職員それぞれにグループを作って私と副町長と一緒になって意見交換を行っているところ

でございます。その辺りを通じていくことによって江府町役場のエンゲージメントを高めていき

たいなということを今行っているところでございます。

続きまして、４ページ目をお願いいたします。一番下のところなんですけども、奥大山自然塾

５月６日に開講いたしましたけれども、学びの状況ということで今までの実績を挙げています。

これ４ページと次の５ページもございます。５ページを見ていただきますと、合計で４１７名の

方が今受けられていまして結構評判がよろしいです。と言いますのは、来られるお客様のニーズ

に合わせたような形で時間であるとか内容であるとか調整をしながら行っているということで、

初期段階としては結構成功しているのかなというふうに思っております。今後、これをどういう

ふうに展開していくかは、そういうものを見ながらやっていきたいなというふうに考えておりま

す。５ページ目の下です、これは毎回ご報告いたしておりますけども、ふるさと納税の状況でご

ざいます。８月末現在で１億７，７６１万５，０００円ということでございますが、昨年度が１

億３，６４２万６，０００円ということで大体３０％アップでございます。件数は書いてござい

ませんが、１万１，４３９件で昨年度が８，３６８件ということで、件数は３６％ほどアップし

ているところでございます。順調にいけば今年度も昨年に劣らず結構いただけるのかなというふ

うに考えております。

続きまして、この次のページでございます。６ページでございますが、佐川の団地につきまし

ては、先程、家賃補助に関して全協で説明をさせていただいたところですのでちょっと飛ばしま

す。

７ページでございます。上のほうに風力発電計画の現状を聴く会ということで、８月２７日に

この場所で開催をいたしました。当初は、江府町の方だけを対象にしようということでやってい

たんですけども、ちょっと他の町のほうからも来られて、当初４０名想定が８０名くらいになっ

たということでございます。実際やってみて今どういう状況かということがよく分かりましたし、

ちょっと今確認しますと、令和６年度中に準備書、環境影響評価の準備書というものが県のほう

に提出されるということでございます。それが提出されると今度は町のほうの意見照会が来ます。

ですので、またそこで準備書が出ると最終的にどの場所に風車が立つのかとか、具体的な計画が

見えてまいりますので、それを見て最終的な決定というか町としての意見を出すという形になる
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と思います。またこれについては公告縦覧という形で住民の皆さんにもご意見を伺うような機会

はございます。

続きまして、次のページはちょっとだけ一番下の三町衛生施設組合の定例会が開かれまして出

席された議員さんもおられると思いますが、私がここの管理者になって初めて一般質問がなされ

たということだけちょっと申し上げます。ということでちょっと緊張感がございました。

続きまして、その次のページでございますが、８月２０日に吹奏楽コンクールで中国大会出場

ということでまたまた奥大山江府学園が県大会で金賞を取って中国大会も出場したということで、

とってもいい状況が続いておりますので是非また来年も頑張っていただきたいと思います。出来

れば中国大会でもいい成績を挙げて取っていただきたいなというふうに期待をするところでござ

います。

最後のページなんですけれども、真ん中あたりに社会体育でねんりんピックの話が出ておりま

す。実行委員会の開催をいたしましたけれども、本番は２０２４年令和６年の１０月１９日から

２２日でございます。大体６００人近く人が、バウンドテニスが江府町の会場でございますので、

そこの総合運動公園の体育館のほうに集まられるということでございます。ちなみに、今年の１

０月２２日にはリハーサル大会ということでこの現地のほうで行われる予定でございます。最後、

７月２５日のあらゆる差別をなくする審議会ですが、先程報告がございましたけれども、江府町

人権文化センターの建設を先程全協で報告したとおり進めるということで話し合われたところで

ございます。以上でございます。

○議長（三好 晋也君） 以上で諸般の報告を終わります。

・ ・

日程第４ 報告第４号 から 日程第６ 報告第６号

○議長（三好 晋也君） 日程第４、報告第４号、令和４年度決算に係る財政の健全化判断比率及

び公営企業会計の資金不足比率についてから、日程第６、報告第６号、議会の委任による専決処

分の報告について 江府町旧老人福祉センター屋根改修工事契約変更の以上３件を議題とします。

町長から報告をお願いします。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 報告第４号でございます。令和４年度決算に係る財政の健全化判断比率

及び公営企業会計の資金不足比率についてでございます。本報告、財政の健全化判断比率及び公

営企業会計の資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第

１項及び第２２条第１項の規定により、本年７月２５日から８月１７日にかけて監査委員に審査
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いただいた、別冊の審査意見書を付して議会に報告いたすものでございます。

続きまして、報告第５号でございます。令和４年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越明許費繰

越計算書の一部訂正についてでございます。本報告は、令和５年６月定例議会におきまして、報

告いたしました、令和４年度から本年度に繰り越して実施する事業につきまして一部訂正するも

のでございます。地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、議会に報告するものでござ

います。

続きまして、報告第６号でございます。議会の委任による専決処分の報告についてでございま

す。江府町旧老人福祉センター屋根改修工事契約変更でございます。本案は、地方自治法第１８

０条第１項の規定により、江府町旧老人福祉センター屋根改修工事の契約変更について専決処分

いたしましたので、同条第２項の規定により、これを報告するものでございます。なお、報告第

４号から第６号の内容の詳細につきましては、担当から説明をさせますのでお聴き取りをいただ

きますようよろしくお願いいたします。

○議長（三好 晋也君） 生田総務課長。

○総務課長（生田 志保君） 失礼します。報告第４号と第５号について続けてご説明させていた

だきます。まず、報告第４号、令和４年度決算に係る財政の健全化及び公営企業会計の資金不足

比率についてをご説明いたします。議案綴りをご覧いただきまして、１枚めくっていただきます

と、健全化判断比率報告書、公営企業会計資金不足比率報告書、二つの表を並べております。ま

ず、上の表ですが、実質赤字比率、連結実質赤字比率ですが、一般会計その他会計とも実質の赤

字は生じておりませんので空欄といたしております。下の二つですが、まず、下から二つ目の実

質公債費比率ですが、これは年間収入に対して借金の返済がどれくらいあるかという割合とお考

えいただいて良いかと思いますが、これが１３．９％でございます。早期健全化比率は２５％で

すので、まだままありますけれども、今後、庁舎建設の償還が開始になるなど継続して注意が必

要な数値というふうにお考えいただければと思います。その下、将来負担比率ですが、年間収入

に対しまして借金の総額がどれぐらいあるかという数値とお考えいただいて良いかと思います。

８１．１％となっております。かなり年間収入に近い額の借金の残高があるというふうにご理解

いただけると思います。こちらにつきましては前年と同じ数値でございます。ふるさと応援基金

が好調な状況が続いておりますのでルール上ふるさと応援基金も借金に充当可能なものとみなさ

れるため、このような数値になっておりますけれども、将来に渡って注意が必要と考えていると

ころでございます。それから、下の公営企業会計資金不足比率ですが、これは数値を生じており

ませんので空欄といたしております。詳しくは、決算審査におきまして詳細説明をさせていただ
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きたいと思います。以上ご報告といたします。

○議長（三好 晋也君） 松原住民生活課長。

生田総務課長。

○総務課長（生田 志保君） すみません、続けて言うって言ってしまいました、申し訳ありませ

ん。報告第５号、令和４年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越明許費繰越計算書の一部訂正につ

いてご説明いたします。議案綴り２ページ目をお願いいたします。６月定例議会におきまして、

一番上の再生可能エネルギー導入可能性調査の委託料から長寿命化修繕計画トンネルというとこ

ろまでの１５事業について報告をいたしておりましたが、江府消防署の移転事業について報告の

遺漏が判明いたしました。内容は、測量設計業務で計算書の一部訂正を報告するものでございま

す。大変申し訳ありませんでした。説明は以上でございます。

○議長（三好 晋也君） 松原住民生活課長。

○住民生活課長（松原 順二君） 失礼しました。報告第６号について説明させていただきます。

こちらにつきましては、報告第６号のかがみの次の専決処分書のほうをご覧いただければと思い

ます。今回、専決処分させていただきましたのは、旧老人福祉センター屋根改修工事に係る建設

工事の請負契約の締結についてでございます。こちらにつきまして、契約金額を５，９１８万円

から６，００５万１，２００円に変更させていただいたものでございます。こちらにつきまして

は、８月２１日に専決処分させていただいております。この工事請負契約を変更した理由につい

てでございますが、屋根改修工事を施工中の際、足場を設置した際に外壁に複数亀裂が判明しま

して、こちらについてはやはり、足場を設置しているときに修繕をしたほうが効果的ということ

で修繕を追加したものでございます。増額は８７万１，２００円の増額でございます。以上でご

ざいます。

○議長（三好 晋也君） これより３件の報告に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので質疑を終結します。

以上、本件の報告は終了いたします。

・ ・

日程第７ 議案第７５号 から 日程第８ 議案第７６号

○議長（三好 晋也君） 日程第７、議案第７５号、江府町地域交流拠点施設整備事業基本契約の

変更契約締結についてから、日程第８、議案第７６号、江府町地域交流拠点施設整備事業工事請
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負契約の変更契約締結についての２議案を一括議題とします。

本案の審議を先議いたします。

本案は、除斥の対象になりますので、地方自治法第１１７条の規定によって、川端雄勇君の退

場を求めます。

ここで、暫時休憩いたします。

（川端雄勇議員退場）

午前１０時１８分休憩

午前１０時１８分再開

○議長（三好 晋也君） 再開します。

町長から提案理由の説明を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 議案第７５号でございます。江府町地域交流拠点施設整備事業基本契約

の変更契約締結についてでございます。本案は、江府町地域交流拠点施設整備事業にあたり、当

初の基本契約額に変更が生じたため変更契約を締結いたすものでございます。

続きまして、議案第７６号でございます。江府町地域交流拠点施設整備事業工事請負契約の変

更契約締結についてでございます。本案は、江府町地域交流拠点施設整備事業工事にあたり当初

の契約額に変更が生じたため、変更契約を締結いたすものでございます。以上２議案は、地方自

治法第９６条第１項第５号及び江府町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により、議会の議決を得たく提案いたすものでありますが、いずれも事業の

円滑な進捗を図るため先議いただきますようお願いいたします。なお、議案の詳細につきまして

は担当から説明させますのでお聴き取りの上ご審議ご承認賜りますようお願いいたします。

○議長（三好 晋也君） 松原課長。

○住民生活課長（松原 順二君） 失礼いたします。議案第７５号について説明させていただきま

す。議案綴りのかがみ議案第７５号の次のページをおはぐりいただければと思います。契約の目

的、江府町地域交流拠点施設の整備、設計管理、工事請負及び３０年間の維持管理運営の総括的

な基本契約についてでございます。この度の変更は、契約の金額を変更前、一金、２億６，０２

６万６，６００円から変更後の２億８，２５４万５００円、２，２２７万３，９００円の増額の

契約でございます。契約の相手方、代表事業者、株式会社合人社計画研究所。構成事業者につき

ましては、４者でございます。株式会社あおい総合設計、大松建設株式会社、こおげ建設株式会
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社、株式会社かわばたの以上の４者でございます。今回の増高につきましては、８月７日の臨時

議会で一部施設の変更についてということで、コミュニティショップに隣接します店舗を増工し

たものに伴うものでございます。以上でございます。

続けて、議案第７６号について説明させていただきます。こちらにつきましても、議案第７６

号のかがみの次のページをご覧いただければと思います。契約の目的、江府町地域交流拠点施設

の工事請負についてでございます。契約の金額、変更前２億８４１万７，０００円から、変更後

２億２，８８１万６，５００円に増嵩するものでございます。こちらにつきましては、２，３９

９万５００円の増額でございます。契約の相手方につきましては、建設工事請負契約についてに

つきましては、大松建設・こおげ建設・かわばた特定建設工事共同企業体、代表企業といたしま

して、大松建設株式会社、構成企業としまして２者、こおげ建設株式会社、株式会社かわばたの

以上でございます。こちらにつきましては、先程の基本契約で増工しました部分の工事請負契約

についての変更に伴うものでございます。設計につきましては、金額が議会の議決を要するもの

ではございませんので、今回の議案には計上させていただいておりません。以上でございます。

○議長（三好 晋也君） これから議案に対する質疑を行います。

質疑、討論、採決の進行は、１議案ごとに処理進行します。

日程第７、議案第７５号、江府町地域交流拠点施設整備事業基本契約の変更契約締結について

に対する質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

討論に入ります。

〔討論なし〕

○議長（三好 晋也君） 討論なしと認めます。

採決を行います。

議案第７５号、本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ご異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし

た。

日程第８、議案第７６号、江府町地域交流拠点施設整備事業工事請負契約の変更契約締結につ

いてに対する質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕
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○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

討論に入ります。

〔討論なし〕

○議長（三好 晋也君） 討論なしと認めます。

採決を行います。

議案第７６号、本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ご異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし

た。

ここで、暫時休憩いたします。

午前１０時２４分休憩

（川端雄勇議員着席）

午前１０時２４分再開

・ ・

日程第９ 議案第７７号

○議長（三好 晋也君） 再開します。

日程第９、議案第７７号、令和５年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第５号）を議題

とし、本案の審議を先議いたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 議案第７７号でございます。令和５年度鳥取県日野郡江府町一般会計補

正予算（第５号）でございます。本案は、令和５年度鳥取県日野郡江府町一般会計予算の総額に

歳入歳出それぞれ７，２４９万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５２億４，

５５３万７，０００円といたすものでございます。地方自治法第９６条第１項第２号の規定によ

り、議会の議決を得たく提案いたすものでございますが、人権文化センター建設工事の早期着手

に向け、先議いただきたくお願いいたすものでございます。なお、内容の詳細につきましては、

担当よりご説明させますので、お聴き取りの上、ご審議ご承認を賜りますようよろしくお願いい

たします。
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○議長（三好 晋也君） 生田総務課長。

○総務課長（生田 志保君） 失礼します。議案第７７号、一般会計補正予算（第５号）について

ご説明をいたします。議案綴りをご覧になっていただきたいと思います。まず、歳入です。７ペ

ージのほうをご覧ください、繰越金９万５，０００円、集会所施設整備事業債７，２４０万円で

ございます。続いて、歳出について８ページをご覧ください、集会所費で報償費５，０００円で

すが、こちらに関しましては、新築する人権文化センターの愛称を募集する、この優秀作品への

報償品に係るものでございます。同じく、工事請負費、現在の本町五丁目集会所を解体する工事

費が１，９２５万円。又、人権文化センター建築工事費が５，３２４万円でございます。議案書

の３ページに戻っていただきまして、債務負担行為補正でございます、江府町人権文化センター

建設事業費につきまして、限度額を１億３，５９３万８，０００円に増額変更するものです。最

後に地方債の補正です、議案綴りの４ページをご覧ください。過疎対策事業債につきまして、限

度額３億４，２７０万円を４億１，５１０万円に増額するものでございます。議案第７７号、一

般会計補正予算（第５号）の説明は以上です。

○議長（三好 晋也君） これより議案に対する質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

討論に入ります。

〔討論なし〕

○議長（三好 晋也君） 討論なしと認めます。

採決を行います。

議案第７７号、本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ご異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし

た。

・ ・

日程第１０ 議案第７８号

○議長（三好 晋也君） 日程第１０、議案第７８号、江尾診療所超音波診断装置導入業務契約の

締結についてを議題とします。

町長から提案理由の説明を求めます。

白石町長。
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○町長（白石 祐治君） 議案第７８号でございます。江尾診療所超音波診断装置導入業務契約の

締結についてでございます。本案は、江尾診療所超音波診断装置導入のため、宮野医療器株式会

社米子営業所と契約の締結をいたすものでございます。地方自治法第９６条第１項第８号及び江

府町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会

の議決を得たく提案いたすものでございます。なお、議案の詳細につきましては、担当より説明

させますのでお聴き取りの上、ご審議ご承認を賜りますようお願いいたします。

○議長（三好 晋也君） 松原課長。

○住民生活課長（松原 順二君） 失礼いたします。議案第７８号について説明させていただきま

す。議案書のかがみを１枚おはぐりいただければと思います。契約の目的、江尾診療所超音波画

像診断装置導入業務。契約の方法、一般競争入札。契約金額９３５万円でございます。消費税に

つきましては８５万円でございます。契約の相手方、米子市流通町１５８－１９、宮野医療器株

式会社米子営業所でございます。以上でございます。

○議長（三好 晋也君） これより議案に対する質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

・ ・

日程第１１ 議案第７９号 から 日程第２４ 議案第９２号

○議長（三好 晋也君） 日程第１１、議案第７９号、令和４年度鳥取県日野郡江府町住宅新築資

金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定についてから、日程第２４、議案第９２号、令和４年度

江府町下水道等事業会計歳入歳出決算認定についてまで、以上１４議案を一括議題とします。

町長から提案理由の説明を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 議案第７９号から９２号までの１４議案につきましては、それぞれ令和

４年度一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の歳入歳出決算認定についてでございます。令

和４年度の各会計予算の執行にあたりましては、住民サービス向上と適正で安定した財政運営に

向け鋭意努力をいたしたところでございます。行財政運営に格別なご指導をいただきました議員

の皆様、ご理解ご協力をいただきました町民の皆様に本議会を通じまして、改めて敬意と感謝を

申し上げる次第でございます。さて、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく本町の

財政健全化比率につきましては、実質公債費比率は、前年と比較し微増。将来負担比率は、前年

と同じ値でございました。今後、庁舎建設に係る起債償還等を考慮いたしますと、引き続き厳し
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い状況であることに変わりはございません。近年の本町の予算の特徴といたしまして、ふるさと

納税による収入がございます。これにより子育て支援、教育など未来への投資を始め、特色ある

事業を展開することが可能となっているところでございます。しかしながら、一方で今後、道路、

上下水道など老朽化した社会インフラなどの維持、改修など大きな課題もございます。なお、一

層の財政健全化に努め町民の皆様の信頼と付託に応える行財政運営に取り組む固い決意をいたし

ているところでございます。先般、地方自治法第２３３条第２項の規定により、各会計それぞれ

の決算を監査委員に審査いただきました。地方自治法第２３３条第３項及び第９６条第１項第３

号並びに地方公営企業法第３０条第４項の規定により、別冊の審査意見書とともに主要施策の成

果と実績を付してここに提案いたすものでございます。ご審議ご承認を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。

○議長（三好 晋也君） 次に、財政健全化に関する審査と決算監査の報告を求めます。

代表監査委員 岡田雄成君。

○代表監査委員（岡田 雄成君） 失礼をいたします。今年の決算審査を７月２５日とから８月１

７日までの８日間、長岡委員とで実施いたしました。

令和４年度各会計歳入歳出決算書、同主要施策の成果と事業実績について、更に実質収支に関

する調書及び財産に関する調書は関係法令に準拠して作成されており、誤りのないものと認めま

した。また予算の執行及び関連する事務の処理は、適正に行われているものと認められたので、

ここに報告いたします。

令和４年度歳入歳出決算審査意見書の３３ページをご覧下さい。

６．総 括

（１）令和４年度一般会計の決算の状況は、歳入総額４８億５，０３６万７，０００円。歳出総

額４５億３，２４８万５，０００円で、歳入歳出差引額３億１，７８８万２，０００円である。

この内３，４６０万１，０００円が繰越明許費繰越額で、実質収支額は２億８，３２８万１，０

００円である。

続いて、（２）をご覧ください。

（２）財政状況を示す指標をみると、令和４年度の経常収支比率は、前年度に比べて１５ポイン

ト増加の９５．９％になっている。令和４年度実質公債費比率（３カ年平均）が１３．９％と前

年度より０．４ポイント増加している。（早期健全化基準２５％以下）将来の財政を圧迫する可

能性の度合いを示す令和４年度将来負担比率は８１．１％と前年度と同様であった。（早期健全

化基準３５０％以下）このように、財政状況は指標的には早期健全化基準以下であるが、ただ経
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常収支比率だけが異常に高くなっているので、今後の経過に注意が必要である。

（３）令和５年７月３１日現在、人口２，５６４人、世帯数９９９世帯と減少傾向が止まらない

現状である。令和３年に策定の江府町移住促進住宅等整備構想で、暮らし、居場所、買い物環境

の向上を基本コンセプトに、佐川地区の拠点施設についてPPP （官民連携）手法を採用し、DBO

方式で作り出そうとしている。マイホームタウン笑顔生まれる佐川のくらしの方針で、令和４年

度決算は、昭和の遺物パチンコ店跡地の購入や建物解体造成工事等で１億２，４２６万円であっ

た。

（４）ふるさと納税は、令和３年度寄付額４億７，９７５万９，０００円に対し、令和４年度の

実績は、寄付額が５億８，６９４万１，０００円（前年比約＋１２２％）で、この寄付を集める

ために令和４年度は２億８，９７６万３，０００円（経費率は約４９％）の経費を支出した。な

お、差し引きした残りの約５１％が町の基金（自主財源）となっている。

（５）サイクルツーリズム推進にむけて、電動アシスト付きの自転車を整備された。購入台数は、

５台で２１９万円の支出である。これは、江府町商工会へ無償貸出とし、レンタルサイクル事業

を実施していただくものである。

７．留意事項

（１）徴収業務において担当職員の努力はみられる。なお一層、町税、国民健康保険税、上下水

道料等の未収金について公平性を図りながら徴収に努力されたい。

（２）佐川地区の拠点施設整備について、これはある意味、江府町の人口減少に対し、命運をか

けた事業である。今現在、着々と姿を現してきており、江府町の新しい未来に期待するとともに

成功を祈念したい。

（３）ふるさと納税については、寄付者数も過去最高を更新し、２９，１０８件で交流人口の増

加等に貢献している。この寄付者の方々の気持ちをくみ取り、町のために活用していただきたい。

江府町の自然景観等の魅力を更に伝え、これからも大きく躍進していくことを期待したい。

（４）レンタルサイクル事業では、ルートとして道の駅奥大山を出発して町内中腹を横断一周す

るコースや大山南壁の絶景ポイント鍵掛峠展望台を目指すコース。また、町内の最高地点、休暇

村奥大山を軸に巡るコース等があり、町内の絶景コースを満喫できるよい機会である。この事業

を成功させるには、県と町、商工会の意思の疎通が必要と思われる。事業を通じて江府町奥大山

地域の周辺施設、景観等をＰＲされたい。

（５）先日、江尾十七夜を目前にして大規模な火災が発生した。江尾新町二丁目の周辺で合わせ

て１３棟、延べ２，４６０㎡が焼損し、内４棟が空き家で幸い大きなけが人は無かった。これを
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受けて江府町議会臨時会が開かれ、焼損建物の解体撤去費や被災者への見舞金３，５００万円を

計上した令和５年度補正予算が原案通り可決された。このように、電光石火の町側の対応は、被

災者にとって心の拠り所になると思われ、周辺地域の住民も心強く感じていると思う。地球温暖

化の影響で次第にこのような火災も増えてくると予想される。明日は何が起こるか分からない今

日、私たち自身、用意周到を心がけたいものである。引き続き、町民生活の安全安心の確保を目

指して努力されることを要望する。その他詳細につきましては、決算審査の意見書をご覧くださ

い。以上で監査委員の総括意見とさせていただきます。

○議長（三好 晋也君） 提案理由並びに監査報告が終わりました。

以上１４議案の個別質疑については、決算特別委員会で行いますが、総括的な質疑がございま

したらお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、日程第１１、議案第７９号、令和４年度鳥取県日野郡江府町

住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定についてから、日程第２４、議案第９２号、

令和４年度江府町下水道等事業会計歳入歳出決算認定についてまで、以上１４議案の質疑は終了

します。

暫時この場で休憩します。

（岡田代表監査委員退席）

午前１０時４８分休憩

午前１０時４９分再開

・ ・

日程第２５ 特別委員会の設置及び付託について

○議長（三好 晋也君） 再開いたします。

日程第２５、特別委員会の設置及び付託について。

おはかりいたします。

議長発議として、令和４年度決算認定議案の１４件は、特別委員会を設置し、これに付託して

審査することといたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ご異議なしと認めます。よって決算審議は、特別委員会を設置して付託
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審査することに決しました。

続いて、議長発議として各特別委員会の名称並びに委員の構成は、江府町議会委員会条例第５

条の規定により、一般会計決算特別委員会とし５名、特別会計決算特別委員会とし４名をもって、

それぞれの特別委員会を設置し、以上の委員数で構成することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ご異議なしと認めます。

よって、各特別委員会の設置並びに委員の構成は、議長発議のとおり決しました。

おはかりいたします。

各特別委員会の委員の指名は、江府町議会委員会条例第６条の２の規定により、議長において

指名することとし、一般会計決算特別委員会委員には、長岡邦一議員、三輪英男議員、川端登志

一議員、阿部朝親議員、加藤周二議員の５名。特別会計決算特別委員会委員には、川端雄勇議員、

森田哲也議員、芦立喜男議員、三好晋也の４名を指名いたします。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ご異議なしと認めます。

よって、所属委員は、議長指名のとおり決しました。

では、ここで暫時休憩とし、その間に各特別委員会では直ちに正副委員長を互選し、議長まで

報告をいただきたい。

暫時この場で休憩いたします。

午前１０時５１分休憩

午前１０時５２分再開

○議長（三好 晋也君） 再開いたします。

では、各特別委員会より報告のあった正副委員長を公表いたします。

一般会計決算特別委員会委員長 川端登志一議員、副委員長 加藤周二議員。特別会計決算特

別委員会委員長 森田哲也議員、副委員長 芦立喜男議員の以上であります。

各委員会に付託する議案は、次のとおりであり会期中の審査とし付託いたします。

一般会計決算特別委員会は、議案第８０号を、特別会計決算特別委員会は、議案第７９号、議

案第８１号から９２号までの１３件を、それぞれの委員会に付託するので、会期中に結果の報告

を求めます。
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・ ・

日程第２６ 議案第９３号 から 日程第３０ 議案第９７号

○議長（三好 晋也君） 続きまして、日程第２６、議案第９３号、江府町手数料徴収条例の特例

に関する条例の制定についてから、日程第３０、議案第９７号、江府町特別医療費助成条例の一

部改正についての以上５件を議題といたします。

町長からの提案理由の説明を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 議案第９３号でございます。江府町手数料徴収条例の特例に関する条例

の制定についてでございます。

本案は、江府町手数料徴収条例の特例に関する条例を新たに制定するため地方自治法第９６条

第１項第１号の規定により、議会の議決を得たく提案いたすものでございます。

続きまして、議案第９４号でございます。佐川地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

の制定についてでございます。本案は、佐川地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例を新

たに制定するため、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を得たく提案いた

すものでございます。

続きまして、９５号でございます。江府町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部改正についてでございます。本案は、パートタイム会計年度任用職員の任用について条例

の一部を改正するため地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を得たく提案

いたすものでございます。

続きまして、議案第９６号でございます。江府町印鑑条例の一部改正についてでございます。

本案は、江府町印鑑条例の一部改正を改正するため、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に

より、議会の議決を得たく提案いたすものでございます。

続きまして、議案第９７号でございます。江府町特別医療費助成条例の一部改正についてでご

ざいます。本案は、江府町特別医療費助成条例の一部を改正するため、地方自治法第９６条第１

項第１号の規定により、議会の議決を得たく提案いたすものでございます。

以上、議案第９３号から９７号までの５議案の詳細につきましては、担当から説明させますの

で、お聴き取りの上、ご審議ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（三好 晋也君） 松原課長。

○住民生活課長（松原 順二君） 失礼します、議案第９３号について説明させていただきます。

こちらのほう本会議資料のほうをご覧いただければと思います。また併せて議案綴りかがみを１
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枚おはぐりいただきましたページに新しく制定します条例の全文を付けておりますので、こちら

と併せてご覧いただければと思います。今回、新たに特例条例の制定につきましては、マイナン

バーカードにつきましてコンビニ交付のサービスが開始できるようにするための条例制定でござ

います。本町では、１０月の２日からマイナンバーカードを利用しましたコンビニでの証明書の

発行、住民票及び印鑑登録証明書でございますが、こちらについて江府町内にありますコンビニ

エンスストアでも出来ますが、こちらのほうでコンビニ交付が出来るようにさせてもらえばとい

うものでございます。それに伴いまして、コンビニ交付、通常住民票ですとか印鑑証明の発行は、

１件当たり本庁舎でしますと３００円かかるんですけれども、今回は時限立法といいますか、令

和６年３月３１日までの期間を区切りまして１件当たり１００円で交付出来るような設定にさせ

ていただければと思っております。このような政策的な単価にしまして利用促進を図りたいとい

うものでございます。ご利用方法につきましてはマイナンバーカードをコンビニエンスストアに

持参していただきまして、多機能端末機といいますが、こちらのほう江府町内にも設置してあり

ますが、こちらのほうを操作していただき行政サービスを選択していただき必要事項を入力され

ると証明書が発行するものでございます。料金も当然こちらのほうでお支払いいただくというこ

とになります。サービス利用開始の予定は１０月２日月曜日からでございます。ご利用時間は午

前６時３０分から午後１１時まででございまして、土日祝日でも発行が可能となっております。

但し、年末年始、メンテナンスなどは除きます。発行できる証明書は先程申し上げたとおりでご

ざいまして、まだこの２種類しかできないですけども、いずれはもう少し拡大出来ればとは検討

しております。この他にも全国のこの多機能端末が設置、恐らくほとんどのコンビニエンススト

アでは設置されていると思いますが、全国のコンビニエンスストアでこのような証明書の発行が

出来るようになります。今回の料金設定にあたりましては、本会議資料のほうに近隣市町村、県

内の状況を付けております。既に先行する自治体では、サービスをする提供している自治体も多

数ありますが、それぞれここは割引料金を記載しております。手数料そのものが米子市などは３

５０円という設定にしておりまして、１５０円割引という設定で２００円で交付出来るように米

子市はされております。本町としては、２００円というかなりお安くさせていただくようなキャ

ンペーン期間といいますか、こういう形でさせていただくものでございます。このために特例条

例ということで期限を区切った形で条例を新たに制定させていただいているものでございます。

以上でございます。

失礼します、続きまして、議案第９４号、佐川地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

の制定について説明させていただきます。こちらにつきましては、議案綴りのほうのかがみの次
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のページをご覧いただければと思います。こちらも新たな条例全文を掲載させていただいており

ます。こちらにつきましては、現在、移住促進住宅の隣で計画しております佐川地域交流拠点施

設の設置及び管理についての必要な事項を定めるために制定させていただいていくものでござい

ます。施設の名称及び位置につきましては、佐川地域交流拠点施設。位置につきましては、江府

町佐川８７０番地でございます。こちらにつきましては、指定管理者を指定しまして維持管理運

営にあたっていただく予定としていますが、今回はPFI 事業を使いました事業でございますので、

第５条の３項に指定管理者の候補の選定にあたっては指定管理規則に規定する方法と同程度の公

平性を保つことができる。町長が認めた場合に限り、別に定める方法による。選定することが出

来るとしておりまして、既にこの事業につきましては、先程の基本契約等の契約締結でもご説明

させていただきましたとおり、既に事業者がPFI 事業DBO 方式ですけども、プロポーザル等しま

して、事業者が選定されております。ということでございまして、この一文を設けさせていただ

いております。第６条につきましては、開館時間及び休館日。こちらにつきましては、特に定め

は設けないものとさせていただいております。それぞれ個々の事業者がテナントごとに定めるこ

とが出来るものとしております。施設使用料につきまして、第７条、次のページにかぶっており

ますが、テナント施設の使用料としましては、ひと月辺り１平米５００円を設定させていただい

ております。駐車場の使用料については無料とさせていただいております。そのほか、指定管理

者の方が各テナントで例えば転貸、いろいろ他のことに使わせた場合には、無料については、自

ら事業者の収入とすることができる。指定管理者の制度にならったものになっております。条例

としております。そのほか、施設使用料も減免規定を設けておりまして、必要に応じて減免が必

要な場合には、減免が出来るような規定を設けております。その他は、第９条は、模様替えです

とか、施設の転貸についての事業でございまして、こちらは、通常の当然、何か施設をかまうと

きには当然許可を得てやるものというものを設けております。この条例につきましては、今回、

議決いただけましたら公布の日から施行する予定にしております。簡単ですが以上でございます。

○議長（三好 晋也君） 生田総務課長。

○総務課長（生田 志保君） 議案第９５号、江府町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部改正についてをご説明いたします。議案綴りでご説明させていただきます。まず、

条例改正の目的ですけれども、パートタイム任用の会計年度任用職員につきまして、現在、任用

形態によって給与の計算がまちまちとなっております。これを今、就業管理システムというもの

を使用しまして手続きを行っておりますが、大変煩雑になっておりますので、これを全員同じ期

間として事務の簡素化を図りたいというものでございます。１枚めくっていただき、新旧対照表
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をご覧ください。第２４条です、右側改正前、月額による場合と日額による場合のそれぞれの計

算期間を規定しております。これを左側の改正後で全ての計算期間を月の初日から末日までとい

うことに改正をいたします。これを適用した場合に、日額又は時間給で働いていただきます該当

者の新規任用、この初月に給与が支払われないという状況が起きてきますので、改正後のところ

の但しという以下でこの場合は例外が出来ますよということで例外規定を設けております。附則

といたしまして、施行日を令和５年１０月１日とするものでございます。議案第９５号の説明は

以上です。

○議長（三好 晋也君） 松原課長。

○住民生活課長（松原 順二君） 失礼いたします、議案第９６号、江府町印鑑条例の一部改正に

ついて説明させていただきます。こちらにつきましては、議案綴りのほうのかがみの次のページ

をご覧いただければと思います。こちらにつきましては、先程の手数料条例の特例条例と同様に

つきましてコンビニ交付に伴うものでございます。先程、申し上げましたコンビニでの多機能端

末を利用して印鑑登録証明書が交付出来るように条例の定めを設けたものでございます。こちら

につきましては、施行日は１０月１日から施行させていただければというものでございます。ほ

かは、改正分を新旧対照表を付けておりますのでご覧いただければと思います。以上でございま

す。

○議長（三好 晋也君） 続いて。

○住民生活課長（松原 順二君） 失礼いたします、議案第９７号、江府町特別医療費助成条例の

一部改正について説明させていただきます。こちらにつきましては、本会議資料の３ページ目と

議案綴りかがみをおはぐりいただきまして、新旧対照表を付けておりますので、併せてご覧いた

だければと思います。まず、本会議資料のほうをご覧いただければと思います。今回の一部改正

につきましては、特別医療費助成制度そのものが鳥取県と鳥取県内市町村が共同で取り組んでい

る事業でございまして、新聞報道でありましたとおり小児医療を完全無料化にするものでござい

ます。現在は、入院１，２００円、通院５３０円１日当たりかかっておりましたが、これを令和

６年４月からは完全に無料化するものでございます。助成対象者は１８歳に達する、高校生まで

というものでございます。これらは、県内市町村も同様に取り組むようなものでございまして、

現在、そのために調整しているものでございます。条例改正につきましては、これに伴います新

旧対照表を付けておりますのでご覧いただければと思います。簡単ですが以上でございます。

○議長（三好 晋也君） 日程第２６、議案第９３号、江府町手数料徴収条例の特例に関する条例

の制定について質疑を行います。
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〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

日程第２７、議案第９４号、佐川地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定につい

ての質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

日程第２８、議案第９５号、江府町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

改正についての質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

日程第２９、議案第９６号、江府町印鑑条例の一部改正についての質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

日程第３０、議案第９７号、江府町特別医療費助成条例の一部改正について質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

・ ・

日程第３１ 議案第９８号

○議長（三好 晋也君） 続いて、日程第３１、議案第９８号、辺地に係る公共的施設の総合整備

計画についてを議題とします。

町長から提案理由の説明を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 議案第９８号でございます。辺地に係る公共的施設の総合整備計画につ

いてでございます。本案は、江府町御机・下蚊屋辺地及び江府町吉原・大河原辺地における公共

的施設の総合整備計画を変更するものであり、このたび県との協議が終了いたしましたので、辺

地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定に

より議会の議決を得たく提案いたすものでございます。なお、議案の詳細につきましては、担当

から説明させますので、ご審議ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（三好 晋也君） 生田総務課長。

○総務課長（生田 志保君） 失礼します、議案第９８号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画

－２４－



の変更についてをご説明いたします。議案綴りをご覧いください。こちらは、ご承知いただいて

おりますとおり、江府町には２つの辺地と呼ばれる地域が指定されておりまして、３年間の計画

をご承認いただき事業を進めてまいります。その中で、今年度その一部を変更と新規が１件です。

本計画は事業実施におきます財源措置として、辺地債というもの充当することが可能になります。

１枚めくっていただきますと、具体的な事業計画を載せております。まず、御机・下蚊屋辺地、

下蚊屋地区におきまして、広域農道の舗装修繕を行うために計画に新設するものでございます。

事業費財源は以下のとおりです。次のページをご覧ください、吉原・大河原辺地、吉原地区にお

きまして、処理場流量記録針更新事業、こちらを実施するものでこちらを実施するもので追加と

しております。事業費財源は以下の通りです。議案第９８号の説明は以上です。

○議長（三好 晋也君） 日程第３１、議案第９８号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画につ

いての質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

・ ・

日程第３２ 議案第９９号

○議長（三好 晋也君） 続きまして、日程第３２、議案第９９号、佐川地域交流拠点施設に係る

指定管理者の指定についてを議題とします。

本案は、除斥の対象になりますので、地方自治法第１１７条の規定によって、川端雄勇君の退

場を求めます。

ここで、暫時休憩いたします。

（川端雄勇議員 退場）

午前１１時１０分休憩

午前１１時１０分再開

○議長（三好 晋也君） 再開します。

町長から提案理由の説明を求めます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 議案第９９号でございます。佐川地域交流拠点施設に係る指定管理者の

指定についてでございます。本案は、佐川地域交流拠点施設に係る指定管理者の指定について。

地方自治法第２４４条の２第６項及び江府町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条
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例第３条の規定により、議会の議決を得たく提案いたすものでございます。なお、議案の詳細に

つきましては担当から説明させますので、お聴き取りの上ご審議ご承認賜りますようよろしくお

願いいたします。

○議長（三好 晋也君） 松原住民生活課長。

○住民生活課長（松原 順二君） 議案第９９号について説明させていただきます。議案綴りにあ

りますかがみを議案９９号の次のページをご覧いただければと思います。施設の名称、佐川地域

交流拠点施設、施設の所在地、鳥取県日野郡江府町大字佐川８７０番地。指定管理者となる事業

者の名称、鳥取県日野郡江府町大字小江尾６５１番地５、株式会社PPP プログレス江府２０２３、

代表取締役 阿河尚也。指定管理期間、当該施設完工後の引き渡し日から令和３４年８月３１日

まででございます。こちらの指定管理者の事業者は先程基本契約等、議決の在りましたとおり、

そこの厚生事業者がSPC 特定目的会社を構成しました会社でございます。江府町内に法人登記を

既にされていらっしゃる事業者でございます。以上でございます。

○議長（三好 晋也君） 日程第３２、議案第９９号、佐川地域交流拠点施設に係る指定管理者の

指定についての質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので質疑を終結します。

ここで、暫時休憩いたします。

午前１１時１３分休憩

（川端雄勇議員着席）

午前１１時１３分再開

・ ・

日程第３３ 議案第１００号 から 日程第４４ 議案第１１１号

○議長（三好 晋也君） 再開します。

続いて、日程第３３、議案第１００号、令和５年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第

６号）から、日程第４４、議案第１１１号、令和５年度江府町下水道等事業会計補正予算（第１

号）までの１２議案を一括議題とします。

町長から提案理由の説明を求めます。

白石町長。
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○町長（白石 祐治君） 議案第１００号でございます。令和５年度鳥取県日野郡江府町一般会計

補正予算（第６号）でございます。本案は、令和５年度鳥取県日野郡江府町一般会計予算の総額

に歳入歳出それぞれ２億２，０３５万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５

４億６，５８９万２，０００円といたすものでございます。地方自治法第９６条第１項第２号の

規定により、議会の議決を得たく提案いたすものでございます。

続きまして、議案第１０１号でございます。令和５年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別

会計（事業勘定）補正予算（第２号）でございます。本案は、規定の予算総額に歳入歳出それぞ

れ３，６９１万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億万７，３４７万５，

０００円といたすものでございます。

続きまして、議案第１０２号でございます。令和５年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別

会計（施設勘定）補正予算（第２号）でございます。本案は、既定の歳入歳出予算総額に歳入歳

出それぞれ５，１７３万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億２，８９９

万６，０００円といたすものでございます。

続きまして、議案第１０３号でございます。令和５年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別

会計（保険事業勘定）補正予算（第２号）でございます。本案は、既定の歳入歳出予算総額に歳

入歳出それぞれ９，８０７万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億９，３

２３万７，０００円といたすものでございます。

続きまして、議案第１０４号でございます。令和５年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別

会計（サービス事業勘定）補正予算（第１号）でございます。本案は、既定の歳入歳出予算総額

に歳入歳出それぞれ１３万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３４０万６，０００円と

いたすものでございます。

続きまして、議案第１０５号でございます。令和５年度鳥取県日野郡江府町介護老人保健施設

特別会計補正予算（第１号）でございます。本案は、既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞ

れ１４８万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８，８０３万１，０００円と

いたすものでございます。

続きまして、議案第１０６号でございます。令和５年度鳥取県日野郡江府町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）でございます。本案は、既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ

１０５万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５，６３２万５，０００円とい

たすものでございます。

続きまして、議案第１０７号でございます。令和５年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計
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補正予算（第２号）でございます。本案は、既定の予算総額２，５１５万８，０００円の範囲内

で歳出予算の組み替えを行うものでございます。

続きまして、議案第１０８号でございます。令和５年度鳥取県日野郡江府町米沢財産区特別会

計補正予算（第１号）でございます。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１９０万２，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５８４万７，０００円といたすものでござい

ます。

続きまして、議案第１０９号でございます。令和５年度鳥取県日野郡江府町神奈川財産区特別

会計補正予算（第１号）でございます。本案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ５万３，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１５３万３，０００円といたすものでござい

ます。

続きまして、議案第１１０号でございます。令和５年度江府町簡易水道事業会計補正予算（第

１号）でございます。本案は、収益的収支につきまして、水道事業収益に１２５万９，０００円、

水道事業費用に７１４万円を追加し、補正後の予算額をそれぞれ水道事業収益７，８８６万７，

０００円、水道事業費用１億２，７３７万７，０００円に、また、資本的支出につきまして資本

的収入に３，６０７万３，０００円、資本的支出に３，１０４万５，０００円を追加し、補正後

の予算額をそれぞれ資本的収入１億４，３７０万６，０００円、資本的支出１億５，１７３万６，

０００円といたすものでございます。

続きまして、議案第１１１号でございます。令和５年度江府町下水道等事業会計補正予算（第

１号）でございます。本案は、収益的収支につきまして、下水道事業収益に１９６万４，０００

円、下水道事業費用に１９４万４，０００円を追加し、補正後の予算額をそれぞれ下水道事業収

益１億５，８０１万８，０００円、下水道事業費用１億６，８９３万７，０００円に。また、資

本的収支につきまして資本的収入、資本的支出いずれも２，４９９万８，０００円を減額し、補

正後の予算額をそれぞれ資本的収入１億３，２６２万７，０００円、資本的支出１億７，５２５

万１，０００円といたすものでございます。以上、一般会計、特別会計、公営企業会計補正予算

１２議案につきましては、地方自治法第９６条第１項、第２号の規定により議会の議決を得たく

提案いたすものでございます。なお、内容の詳細につきましては、担当からご説明させますので、

お聴き取りの上ご審議ご承認を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（三好 晋也君） 生田総務課長。

○総務課長（生田 志保君） 失礼します。議案第１００号についてご説明をいたします。資料は、

議案綴りと別に配付しております、本会議資料をご覧になっていただきたいと思います。まず、
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本会議資料をご覧ください。ちょっと先般、数字が分かりにくいというご意見を財政担当のほう

にいただきましたので少し工夫をしております。歳入歳出それぞれ２億２，０３５万５，０００

円を追加する一般会計補正予算の概要でございます。歳入歳出とも議決事項であります、項まで

の補正額を予算書の１ページから３ページをそのまま転記をここにしております。説明欄には歳

入については全ての項目、歳出については主な事業を挙げさせていただいております。まず、歳

入です。主なものや新しく出てきたもの等についてご説明をいたします。地方交付税３，００９

万円、地方交付税です。分担金、情報通信工事分担金２４３万１，０００円です。これ後程、歳

出のほうで説明させていただきます。国庫補助金の内、地方創生推進交付金３６５万円、こちら

は推進計画の変更が認められたものです。続いて、寄付金です、図書購入寄付金ですが、町外に

お住いの個人の方から図書費としてご寄付をいただいておりますので歳入に計上いたしました。

財政調整基金繰入金の減額ですが、下にもあります協議を挙げております町債の見込み等今回計

上いたしましたため、当初の予定より減額をしております。またその下、ふるさと応援基金から

２，５２１万円を繰り入れます。繰越金については決算に伴いまして、数字が明らかになってま

いりましたので、一般財源といたしまして、１億９，６５６万５，０００円を計上させていただ

いております。雑入の内、高齢者の保険と介護予防の一体的実施委託金です。すみません、ここ

に保険の険の字が健康の健ですのですみません、修正をお願いします。こちらにつきましては、

後期高齢者医療広域連合からの委託によりまして、介護予防保険事業など高齢者の健康施策を一

体的に実施するものでございます。一番下の町債ですが、先程少し触れました協議を挙げており

ますものを計上しております。すでにこれまでの補正で歳出予算を計上しているものも含んでお

ります。続いて、歳出についてです。かいつまんで説明をさせていただきたいと思います。総務

費で総務管理費、土地購入費、現在事業進行中の佐川地区の上側のほうに新たな２件について購

入を進めるものでございます。５０１万８，０００円です。情報通信設備工事費ですが、こちら

は一般企業の方がＩＲＵ設備の無い箇所に新たにケーブルを引いて事業を進められたいというこ

とでありまして、この工事費になります。経費は分担金として納入いただくことになります。次

に、せせらぎ公園水源再生等土中診断、それから貝田の水車の再生です。これらは、人と地球の

健康プラネタリーヘルスアクション推進の一環として行うものでございます。ふるさと応援基金

を充当しております。次に地方推進交付金事業費７４０万円です。これは、旧庁舎の跡地の利用

にあたりまして、ボーリング調査の結果を出さないといけないことになりました。これが６２０

万円です。それと、既に認定されておりました製粉機の購入、こちらは商工会が事業を推進して

いかれるものですけれども、商品を拡充するにあたりまして危機の変更が必要になったというこ
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とで、この増額分１２０万円です。これらの申請が認められましたので、今回増額するものでご

ざいます。次に、民生費、社会福祉費の内、特別医療システム改修委託料です。こちらは先程条

例改正について説明をいたしました。来年度から１８歳未満の医療費負担割合変更のために必要

なシステム改修費となります。１８歳以下です。次に、生活困窮者エアコン等光熱水費助成金で

す、県と町が２分の１ずつを負担しまして、対象となる世帯、１世帯当たり１万７，０００円２

０世帯に助成をするものでございます。次に、児童福祉費です。先程の行政報告のほうで町長詳

しく申し上げておりますけれども、保育園らしくない保育園のコンセプト設計支援５５万円を計

上しております。現在、事業推進にアドバイスをいただいております外部人材の方は、９月末ま

ではアナザーワークスとの協定により無償で来ていただいております。今後も是非継続して支援

いただきたいということで、この度補正をお願いするものでございます。次に、保健衛生費です。

帯状疱疹ワクチン接種６１２万円です。こちらについては、今年度当初から開始しておりました

帯状疱疹ワクチン接種につきまして、希望者に補助しているものでございますが、想定を遥かに

超えるご希望をいただいております。当初２０人で積算しておりましたが、５月から７月の３カ

月で１２６人という実績となっております。最終的な申請見込みを２００人として今回計上する

ものでございます。またこれまで自前で接種管理をしておりましたが、予防接種台帳システムに

追加する経費も挙げております。次のページになります、農業費、畜産経営緊急救済事業費補助

金１７７万８，０００円です。こちらは、飼料代高騰による経営支援を行うもので、これまでの

酪農家に加えまして和牛飼育についても支援を拡大するものでございます。次は林業費です。林

業費、森林整備効率化機械導入補助６２万７，０００円です。こちらは、スマート林業の実践と

いうことで事業体が高性能な機械を導入されるために補助金を追加するものでございます。森林

環境譲与税を充当しております。続きまして、商工費です。神奈川地区交流拠点施設整備１，４

４８万円です。こちらは当初、賃貸オフィスを１か所ということで計画をしておりましたが２か

所に変更しましたので、これに伴いまして必要となった備品の購入費。また、課題となっており

ました駐車場、こちらを整備いたしますために用地購入設計工事等の費用をお願いするものでご

ざいます。次の木谷沢遊歩道整備それから遊歩道、こちらは遊歩道の階段などの修繕についてワ

ークショップを兼ねまして作業を行うための原材料費でございます。その上の看板設置委託につ

きましては、自然保護の観点から木谷沢入り口に看板を設置する経費でございます。次の道路橋

梁費は町道県道維持修繕工事に係る経費です。消防費２９万１，０００円の内、防災士養成講習

助成ということで５万５，０００円挙げさせていただいております。今年度当初各集落に１名の

防災士ということで何年か掛けてこれを養成していこうという計画を立てました。希望者を募っ
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ておりまして、今回４名の方ご希望がありましたので受講をいただくことにしております。次の

教育費です。義務教育学校費、江府学園の生徒をニュージーランドへ派遣するための旅費でござ

います。昨今の物価高騰等によりまして、当初の見込みから不足してまいりましたので、この度

計上しております。次に、社会教育費の図書購入費５０万円です。こちらはご寄付をいただいた

ものを図書購入費として増額するものでございます。ふるさと教育支援員報償費です。こちらに

ついては、塾の運営について７月に講師が１名、急に退職をいたしましたために、町内の元学校

の先生方にご指導をお願いしております。組み替えによりまして、報償費を増額するものでござ

います。災害普及費、農林水産業施設災害復旧１３３万円です。先般の台風７号によりとしてお

りますが、こちらの一般的にこれから台風等が発生することがありますので被害を受けた農地又

は農業用施設の復旧に対しまして補助をするものでございます。対象事業費の上限４０万円、補

助率３分の２で５件を見込んでおります。諸支出金、ふるさと応援基金費、ふるさと応援基金積

立金５，０１１万６，０００円、こちらはふるさと納税寄付金を積み立てるものでございます。

予備費として４，５５３万４，０００円を計上させていただいております。次に議案綴りをご覧

ください。４ページ第２表地方債の補正についてでございます。過疎対策事業等２件につきまし

て、限度額４億７８０万円を５億９，５４５万４，０００円に増額するものでございます。議案

第１００号の説明は以上です。

○議長（三好 晋也君） 松原課長。

○住民生活課長（松原 順二君） 失礼します。議案第１０１号、令和５年度国民健康保険特別会

計（事業勘定）補正予算（第２号）の概要について説明させていただきます。こちらのほうは、

本会議資料、先程の一般会計の続きのページをご覧いただければと思います。併せて、議案書の

ほうに予算書を付けておりますので並行して見ていただければと思います。今回の補正額は３，

６９１万８，０００円を増額するものですが、まず、歳入につきましては、交付金の増額２，２

７６万７，０００円。決算見込みに伴います繰越金１，４１５万１，０００円の増額でございま

す。歳出につきましては、高額療養費２，２２２万円です。大変申し訳ございません、間違えま

した。高額療養費の増額でございます。こちらにつきましては、高額療養費の支給見込みに伴い

まして今年度分を算定しまして増額させていただくものでございます。保健事業費の増額５５万

７，０００円は、みなし検診等の役務費としまして郵送代とかそういったものの補正と、あと委

託料としまして５３万８，０００円は糖尿病予防の事業の委託についてでございます。その他は

予備費に計上しております。

続きまして、議案第１０２号、１枚本会議資料をおはぐりいただければと思います。令和５年
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度国民健康保険特別会計（施設勘定）補正予算（第２号）の概要についてでございます。今回の

補正額は、５，１７３万１，０００円の増額補正でございます。歳入につきましては、決算見込

みに伴います、前年度繰越金５，１７３万１，０００円でございます。歳出につきましては、施

設管理費としまして２０５万２，０００円でございます。この内、委託料につきましては、事務

員それから心の健康相談員として従来は人件費等に組んでおりましたが、委託に組み替えるもの

でございます。その他、消費税、不足分を支払うもの２５万２，０００円でございます。その他

は、基金費としまして財政調整基金積立金に４，６００万円を基金積立させていただければと思

います。現在の国保の基金残高が１億１，０００万円ですが、１億５，０００万相当に基金造成

を考えております。その他、予備費としまして３６７万９，０００円でございます。

続きまして、議案第１０３号、令和５年度介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補正予算

（第２号）の概要について説明させていただきます。こちらにつきましては、補正額９，８０７

万６，０００円の増額補正でございます。内訳につきまして、歳入はこちらも前年度の決算見込

みに伴います繰越金９，８０７万６，０００円の増額でございます。歳出につきましては、それ

ぞれ決算見込みに伴いまして、国等へ介護給付費のほうを返還するもの１，９８７万３，０００

円とそれぞれの負担割合が決まっておりますので、町にお返しするものとしまして一般会計操出

金として７４１万７，０００円でございます。そのほか予備費としまして７，０７８万６，００

０円を計上させていただいております。

続きまして、下段の議案第１０４号、令和５年度介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）

補正予算（第１号）の概要について説明させていただきます。今回は補正額１３万円の増額補正

でございます。こちらにつきましても前年度の決算見込みに伴いまして、繰越金１３万円を歳入

として増額補正させていただいております。こちらにつきましては、予備費に１３万円を予算計

上させていただいております。

本会議資料をおはぐりいただきまして、議案第１０５号、令和５年度介護老人保健施設特別会

計補正予算（第１号）の概要について説明させていただきます。こちらにつきましては、補正額

１４８万５，０００円の増額補正でございます。まず、歳入につきましては、一般会計からの繰

入金１４８万５，０００円でございます。歳出につきまして、施設備品購入費１４８万５，００

０円ですが、こちらにつきましては、介護老人保健施設あやめの利用者の方の食材を保管するた

めの冷蔵庫、こちらが１８年経過しておりまして、いつ壊れてもおかしくないような状況となっ

ておりまして、新たに購入させていただくものでございます。新たにといいますか、更新させて

いただくものでございます。
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続きまして、議案第１０６号、令和５年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の概要

について説明させていただきます。こちらにつきましては、補正額１０５万８，０００円の増額

補正でございます。まず、歳入ですが、事務費繰入金４万６，０００円。こちらも前年度決算見

込みに伴います繰越金１００万と１万２，０００円の増額補正でございます。内訳につきまして

は、検診等の郵送代等の通信運搬費４万６，０００円と、こちらのほうは国県等をお返しする２

４万円の還付金でございます。そのほかは、７７万２，０００円を予備費に計上させていただい

ております。以上でございます。

○議長（三好 晋也君） 生田総務課長。

○総務課長（生田 志保君） すみません、議案第１０７号、索道事業特別会計補正予算（第２

号）でございます。こちらにつきましては、歳出の組み替えをさせていただいております。奥大

山自然塾が開塾以降、エバーランドの周辺利活用が進んでおります。必要な修繕料ですとか、使

用料等につきまして、備品購入後の不用額を組み替えて充当させていただくものでございます。

詳細につきましては、５ページの歳出のところをご覧いただければと思います。以上です。

○議長（三好 晋也君） 末次産業建設課長。

○産業建設課長（末次 義晃君） 続きまして、議案第１０８号、令和５年度鳥取県日野郡江府町

米沢財産区特別会計補正予算（第１号）についてご説明をさせていただきます。議案綴りのほう

ご覧いただければと思います。１枚おはぐりください、第１表、歳入歳出予算補正でございます。

まず、歳入でございますが、款、財産収入、項、財産運用収入のほうで２，０００円の補正でご

ざいます。補正後の額が７，０００円、これは財産区の基金の利子でございます。続きまして、

項の１０、財産売払収入でございますが、２２４万４，０００円の増額で、補正後は２５４万４，

０００円となっております。こちらにつきましては、国土交通省のほうで実施します、御机３号

砂防堰堤の用地買収費等を見込んでおるものでございます。続きまして、９０、繰入金でござい

ます。項、基金繰入金につきましては、５０万円の減額で補正後の額が３０万円でございます。

それから、９５、繰越金でございます。こちらにつきましては、実績に基づきまして１５万６，

０００円の増額で補正後の額が４９万６，０００円となっております。歳入の補正額合計１９０

万２，０００円、補正後の額が５８４万７，０００円でございます。下段の次ページ歳出でござ

います。款５の財産管理会費、項５、財産区管理会費につきましては、１８７万５，０００円の

増額補正をしております。補正後の額が５７２万８，０００円でございます。こちらにつきまし

ては、歳入のところでご説明いたしました、御机３号砂防堰堤の用地買収に係ります使用権付与

地、集落への土地代補償費等の支払いに充てるものでございます。それから、９０、予備費でご
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ざいますけども、２万７，０００円の増額をさせていただきまして、補正後の額が１１万９，０

００円。歳出のほうの補正総額も１９０万２，０００円。補正後の額が５８４万７，０００円と

いたすものでございます。次ページ以降事項別明細書のほう付けておりますので、そちらのほう

で内容のご確認をいただければというふうに思います。米沢財産区特別会計につきましては、以

上でございます。

○議長（三好 晋也君） 松井局長。

○議会事務局長（松井 英樹君） 議案第１０９号、令和５年度鳥取県日野郡江府町神奈川財産区

特別会計補正予算（第１号）であります。この度の補正につきましては、歳入歳出からそれぞれ

５万３，０００円の減額であります。議案綴りご覧ください、１ページ２ページのほうに歳入歳

出それぞれ内訳のほうを計上しております。まず、歳入ですが、繰越金につきまして規定の５７

万９，０００円から５万３，０００円の減額、残りは５２万６，０００円ということになります。

従いまして、歳入合計額１５３万３，０００円ということになります。続いて、歳出の内訳です。

歳出につきましては、５万３，０００円全額を予備費から減額というふうに計上しております。

５２万９，０００円から５万３，０００減額いたしまして４７万６，０００円。歳出合計、歳入

合計と同様の１５３万３，０００円ということになります。以降のページにつきましても事項別

明細書を掲載しておりますので、またご覧いただきたいと思います。説明は以上です。

○議長（三好 晋也君） 末次産業建設課長。

○産業建設課長（末次 義晃君） 続きまして、議案第１１０号、令和５年度江府町簡易水道事業

会計補正予算（第１号）についてご説明をさせていただきます。議案綴りのほうをご覧いただけ

ればと思います。第２条をご覧いただければというふうに思います。まず、収益的収入及び支出

の補正についてご説明を申し上げます。第１款、水道事業収益につきましては、既定額に１２５

万９，０００円を増額補正いたしまして、補正後の額が７，８８６万７，０００円でございます。

内容としましては、第２項の営業外収益でございます。１２５万９，０００円を増額いたしまし

て、補正後の額が３，５３７万７，０００円となっております。続きまして、支出でございます、

第１款、水道事業費用につきまして、７１４万円を増額させていただきまして、補正後の額１億

２，７３７万７，０００円でございます。内容としましては、第１項、営業費用でございます。

７１４万円を増額させていただきまして、補正後の額１億２，０５５万４，０００円とするもの

でございます。続きまして、第３条、下がっていただきまして、資本的収入及び支出の補正でご

ざいます。こちらにつきましては、まず、収入でございますが、第１款の資本的収入につきまし

て３，６０７万３，０００円を増額補正させていただきまして、補正後の額１億４，３７０万６，
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０００円といたすものです。内容としましては、第１項の企業債でございますが、３，６０７万

３，０００円を増額させていただきまして、補正後の額８，８０７万３，０００円といたすもの

でございます。支出でございます、第１款、資本的支出につきまして、３，１０４万５，０００

円を増額させていただきまして、補正後の額１億５，１７３万６，０００円といたすものでござ

います。内容といたしましては、第１項、建設改良債でございます。３，１０４万５，０００円

増額させていただきまして、補正後の額８，７０４万５，０００円といたすものでございます。

続きまして、第４条の企業債でございます、こちらにつきましては、借入限度額を記載している

ところでございますけども、簡易水道事業の項中、２，８６０万を５，９６０万に。同表、過疎

対策事業２７０万を７７７万３，０００円に改めるものでございます。それから、第５条、議会

の議決を経なければ流用することができない経費についての記載でございます。予算第８条第１

項第１号中４９３万６，０００円を６８２万９，０００円に改めるものでございます。こちらに

つきましては、職員の給与でございますが、人事異動に伴う補正でございます。恐れ入りますが、

１２ページをおはぐりいただけますでしょうか。一番最後のページになります。簡易水道の一番

最後のページになります。よろしいでしょうか。詳細について、もう少しご説明をさせていただ

ければというふうに思います。令和５年度江府町簡易水道事業会計予算明細書というページでご

ざいます。まず、収入の部でございます。簡易水道事業収益の営業外収益、他会計負担金で補正

予定額１２５万９，０００円でございます。こちらについては、人件費増に伴います一般会計か

らの負担金でございます。続きまして、資本的収入でございます。企業債、建設改良債というこ

とで３，６０７万３，０００円を増額させていただいております。内容につきましては、建設改

良債ということで、大河原地区の水道管布設替え工事増工等４件を記載させていただいておりま

す。ご覧いただければと思います。続きまして、下段の支出のほうでございます。まず、簡易水

道事業費用でございます。７１４万円の増額でございますが、内訳といたしまして、原水及び浄

水費のほうで１３３万８，０００円を増額させていただいております。内容につきましては、ま

ず、委託料として２１万円の減、これは、原水の水質検査の入札に伴う減額でございます。それ

から、調査費でございますが、１５４万８，０００円の増額でございます。こちらにつきまして

は、深山口の水源の試掘に係る費用の増額でございます。続きまして、配水及び給水費でござい

ます。５２４万２，０００円の増額でございます。こちらにつきましては、職員の人件費の増額

に伴うものと、あとは委託料でございますが、△で４２万４，０００円としております。こちら

は、浄水の水質検査の入札減に伴う減額でございます。あと修繕費ございますが、３７７万３，

０００円を計上しております。こちらにつきましては、柿原の減圧弁の取り換えそれから宮市の
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配水池の水系の修繕ということで計上させていただいているものでございます。それから、総係

費につきましては５６万円の増額でございます。こちらにつきましては、職員の水道技術管理者

の資格取得のための旅費、それから研修を受けるための負担金ということでそれぞれ２万７，０

００円と２６万円を計上しております。それから、印刷製本費の２７万３，０００円につきまし

てはインボイス対応のロール紙を購入するための経費でございます。それから、続きまして、資

本的支出でございます。こちらにつきましては、建設改良債、配水管整備改良費ということで３，

１０４万５，０００円の増額をさせていただいているところでございます。内訳としましては、

工事費といたしまして、大河原地区の水道管布設替え工事道路舗装による増が２，５００万、そ

れから同じく水道管の布設替工事増工変更に伴う増額ということで６０４万５，０００円を計上

させていただいているものでございます。あと、キャッシュフロー、給与明細、貸借対照表、損

益計算書につきましては、ご覧をいただければというふうに思います。よろしくお願いをいたし

ます。

続きまして、続けていきます。議案第１１１号でございます。令和５年度江府町下水道等事業

会計補正予算（第１号）についてご説明をさせていただきます。引き続き、議案綴りのほうをご

覧いただければと思います。第２条といたしまして、収益的収入及び支出の補正ということで記

載をさせていただいております。まず、収入でございますが、第１款、下水道事業収益につきま

して、１９６万４，０００円の増額補正、補正後の額が１億５，８０１万８，０００円でござい

ます。内容としましては、第１項の営業収益でございます。１９６万４，０００円を増額補正さ

せていただきまして、補正後の額が４，２６６万５，０００円でございます。支出のほうでござ

います、こちらにつきましては、第１款、下水道事業費用につきまして、１９４万４，０００円

を増額補正させていただきまして、補正後の額が１億６，８９３万７，０００円でございます。

内容としましては、第１項の営業費用でございますが、１４７万９，０００円の増額で１億５，

１４９万２，０００円、第２項の営業外費用につきまして、４６万５，０００円の増額で１，７

１４万５，０００円となっているところでございます。続きまして、第３条でございます。資本

的収入及び支出の補正になります。まず、収入でございますが、第１款、資本的収入につきまし

て、２，４９９万８，０００円のマイナス補正でございます。補正後の額が１億３，２６２万７，

０００円でございます。内容につきましては、第１項の企業債がマイナスで１，４１０万円、補

正後の額が６，９２０万円でございます。第２項の出資金につきましては、１１０万２，０００

円の増額でございまして、補正後の額が５，０４２万７，０００円でございます。第３項の補助

金につきましては、１，２００万円の減額補正で補正後の額が１，３００万円でございます。下
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段の支出でございます、第１款、資本的支出につきまして、マイナスの２，４９９万８，０００

円を補正させていただきまして補正後の額が１億７，４２５万１，０００円でございます。内容

としまして、第１項の建設改良費について２，２８９万８，０００円の減額補正、補正後の額が

３，４６６万３，０００円でございます。第２項の企業債償還金につきましては、２１０万円の

減額補正、補正後の額が１億３，９５８万８，０００円でございます。続きまして、第４条の企

業債、借入限度額の部分ででございますが、予算第５条の表、過疎対策事業の項中、１，４００

万円を８００万に。同表下水道事業債の項中１，４７０万を８７０万に、同表、資本的平準化事

業の項中５，４００万を５，１９０万に改め、同表、計の項中８，３３０万を６，９２０万に改

めるものでございます。それから、第６条、他会計からの補助金でございます。予算第９条中６，

５３７万８，０００円を６，７３４万２，０００円に改めるものでございます。こちらも最終ペ

ージの１０ページのほうご覧いただければというふうに思います。令和５年度江府町下水道等事

業会計明細書ということで記載をさせていただいております。まず、上段に収益的収入及び支出

の記載がございます。収入につきましては、先程申し上げました補正額１９６万４，０００円を

させていただきまして補助金のところ、補正後の額が６，７３４万２，０００円ということで増

額でございます。内容につきましては一般会計からの補助金でございます。続きまして、支出の

ほうでございます。下水道事業費用について１９４万４，０００円の増額補正を計上していると

ころでございますが、内容につきましては、まず、営業費用のほうでございます。１４７万９，

０００円の増額でございますが、内容につきましては、管渠費といたしまして１万９，０００円、

それから処理場費といたしまして、１４６万円を増額させていただいているものでございます。

いずれにしましても維持管理費の高騰等によるものでございます。それから、営業外費用の部で

ございます。４６万５，０００円の増額補正をお願いするものでございますが、こちらにつきま

しては、内容といたしましては、過年度の損益修正額ということで消費税の還付に伴う修正でご

ざいます。１９万９，０００円。それからその他の特別損失といたしまして２６万６，０００円

ございますが、これにつきましては可能還付でございます。下段の資本的収入及び支出のほうを

ご覧いただければと思います。資本的収入についてマイナスの２，４９９万８，０００円の補正

をご説明させていただいたところでございますが、内訳につきましては、企業債で１，４１０万

円のマイナス補正でございます。内容につきましては、建設改良債でマイナスの１，２００万円。

資本費平準化債のほうでマイナスの２１０万円でございます。建設改良費の減額につきましては

補助金の交付決定額が見込みより低かったために、それに合わせて起債のほうも下げているもの

でございます。それから出資金でございます。こちらにつきましては、１１０万２，０００円の
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増額でございます。その下、補助金でございます。マイナスで１，２００万円の減額でございま

すが、国庫補助金の交付決定額の減額に伴う補正でございます。下段の支出でございます、資本

的支出で△で２，４９９万８，０００円としております。内容としまして、建設改良費で２，２

８９万８，０００円の減額でございます。内容としましては、まず、管路建設改良費のほうでマ

イナスの２，３５０万９，０００円としております。こちらにつきましても、補助金の交付決定

の減額に伴うものでございます。その一方で処理場の建設改良費ということで６１万１，０００

円を増額させていただいております。こちらにつきましては、汚泥のポンプを更新するための経

費でございます。それから、一番最後ですが、企業債の償還金でございます。こちらにつきまし

ては、△で２１０万円を補正予算で計上させていただいているところでございます。あと、説明

は省略させていただいておりますが、キャッシュフローそれから貸借対照表と損益計算書につき

ましては、後程、お読み取りいただければというふうに思います。よろしくお願いをいたします。

○議長（三好 晋也君） これより議案に対する質疑を行います。

質疑は、１議案ごとに処理進行いたします。

日程第３３、議案第１００号、令和５年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第６号）の

質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

日程第３４、議案第１０１号、令和５年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘

定）補正予算（第２号）の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

日程第３５、議案第１０２号、令和５年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘

定）補正予算（第２号）の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

日程第３６、議案第１０３号、令和５年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事

業勘定）補正予算（第２号）の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

日程第３７、議案第１０４号、令和５年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（サービ
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ス事業勘定）補正予算（第１号）の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

日程第３８、議案第１０５号、令和５年度鳥取県日野郡江府町介護老人保健施設特別会計補正

予算（第１号）の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

日程第３９、議案第１０６号、令和５年度鳥取県日野郡江府町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

日程第４０、議案第１０７号、令和５年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計補正予算（第

２号）の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

日程第４１、議案第１０８号、令和５年度鳥取県日野郡江府町米沢財産区特別会計補正予算

（第１号）の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

日程第４２、議案第１０９号、令和５年度鳥取県日野郡江府町神奈川財産区特別会計補正予算

（第１号）の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

日程第４３、議案第１１０号、令和５年度江府町簡易水道事業会計補正予算（第１号）の質疑

を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

日程第４４、議案第１１１号、令和５年度江府町下水道等事業会計補正予算（第１号）の質疑

を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕
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○議長（三好 晋也君） ないので、質疑を終結します。

・ ・

日程第４５ 陳情書の処理について

○議長（三好 晋也君） 続きまして、日程第４５、陳情書の処理についてを議題といたします。

受理した陳情書は、タブレットに配信しました陳情文書表のとおりです。

おはかりいたします。陳情第１０号は、総務経済常任委員会に会期中の審査とすることにご異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（三好 晋也君） ご異議なしと認めます。よって陳情１件は、所管の委員会に付託するこ

とに決しました。会期中の審査をお願いいたします。

・ ・

○議長（三好 晋也君） 以上で、本日の議事日程は、全部終了いたしました。

これをもって散会といたします。ご苦労様でした。

午後０時０２分散会
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